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新型コロナウイルス感染症に係る全数届出の見直しについて

0

資料１－１



W i t hコロナに向けた新たな段階における療養の考え方
・全数届出の見直し、その前提としての保健医療体制の強化

YES

陽性

陽性

NO

症状が軽いなど
自宅で速やかな
療養開始を希望

高齢や基礎疾患等

により受診を希望
（※）子ども、妊婦も対象

重点的に
健康観察
又は入院

医療機関を紹介
（オンライン診療等も活用）

発熱外来を受診

コロナ検査キットで
セルフチェック

患者発生届出を以下の４類型に限定
・65歳以上の者 ・重症化リスクがあり治療薬の投与等が必要と医師が判断する者
・入院を要する者 ・妊婦

全数届出の見直し

届出対象？
（４類型）

感染者の総数（感染動向）
は引き続き把握

全数把握の継続

 今後、発生届の対象は65歳以上の方、入院を要する方など４類型に限定し、重症化リスクの高い方を守るため、
保健医療体制の強化、重点化を進める。

 症状が軽いなど、自宅で速やかな療養開始を希望される方は、検査キットでセルフチェックし、陽性の場合、健
康フォローアップセンターに連絡して、自宅で療養いただく。

 発生届の対象外となる若い軽症者の方等が安心して自宅療養をできるようにするための環境整備に目処が立ち、
全国的に感染者の減少傾向が確認されたことから、必要なシステム改修を経て、９月26日より、全国一律で、療養
の考え方を転換し、全数届出を見直す。

 全数届出の見直し後も、システムを整え、届出対象外の方も含めて、感染者の総数は引き続き把握していく。

★受診が必要な方

★以外の方
自宅で療養、体調変化時等は

医療機関を紹介等

健康フォローアップセンター

センターに連絡・登録

※体調変化時等に受診した発熱外来に
再度受診する場合もありうる
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W i t hコロナに向けた新たな段階における療養の考え方
・全数届出の見直し、その前提としての保健医療体制の強化

① 抗原定性検査キットのＯＴＣ化（インターネット等での販売を解禁）

② 発生届の対象とならない方が体調悪化時等に連絡・相談できる健康フォローアップセンター

の全都道府県での整備

③ 発生届の対象外の方々にも、必要に応じて、宿泊療養や配食等の支援が可能になるようにす

ること など

① 新型コロナ病床の確保、診療・検査医療機関（発熱外来）の取組みを継続

② 高齢者施設等における医療支援の強化（施設従事者への定期的な検査、施設内療養に対する

支援体制の強化等）

③ 全国民（12歳以上の１・２回目接種完了者）を対象としたオミクロン株対応のワクチン接種

の促進 など

 発生届の対象外となる若い軽症者の方等が安心して自宅療養をできるようにするた
めの環境整備

 感染拡大リスク・重症化リスクに備えた保健医療体制の強化
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W i t h  コロナに向けた新たな段階への移行
（令和４年９月８日新型コロナウイルス感染症対策本部決定より抜粋）

(2) 全数届出の見直し
①患者の発生届出の対象を、(a) 65歳以上の者、(b)入院を要する者、(c)重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新
たに酸素投与が必要と医師が判断する者、(d)妊婦、の４類型に限定して、発生届の提出を求めることとする。

②療養の考え方の転換及び全数届出の見直しに当たっては、発生届の対象外となる若い軽症者等が安心して自宅療養をできるようにするた
め、
(a)抗原定性検査キットのＯＴＣ化（インターネット等での販売を解禁）
(b)発生届の対象とならない方が体調悪化時等に連絡・相談できる健康フォローアップセンターの全都道府県での整備・体制強化
(c)発生届の対象外の方々にも、必要に応じて、宿泊療養や配食等の支援が可能になるようにすること
等、必要な環境整備を整える。

③①により、若い軽症者等の詳細な患者データはとれなくなるが、感染者数はHER-SYSの追加機能による医療機関の患者数及び健康フォ
ローアップセンターからの登録者数により全数把握※１を継続する。

④全数届出の見直しは、全国一律での移行が基本となるが、移行のための環境整備が必要となるため、全国知事会や医療関係者の強い要望
を受けて、発熱外来や保健所業務が相当にひっ迫する地域については、緊急避難措置として、自治体の判断で前倒しを可能とした。※２

並行して、健康フォローアップセンターの全都道府県での整備・体制強化を進めるとともに、全国で簡易に感染者の総数を把握するため
のシステム改修等、②③の環境整備を進めてきたが、準備の目途がたったことから、9月26日から、全数届出の見直しを全国一律で適用※３

する。
⑤全国一律での適用に当たっては、
・発生届の有無に関わらず、引き続き、患者には外出自粛要請を行うこと
・宿泊療養や配食等は、引き続き、届出の有無に関わらず、希望する患者に対して実施可能であり、緊急包括支援交付金の対象であること
・宿泊療養や配食等の支援の対象者の管理等についてHER-SYSの既存の機能の活用が可能であること
とし、各都道府県の実情を踏まえた円滑な移行を図る※４。（移行に当たっては、先行して届出を限定している都道府県の事例なども踏まえ、
これらに関する運用について速やかに厚生労働省から自治体にお示ししていく。）

⑥医療費等への公費支援のあり方については、
・今回の見直し時においては変更しない。
・自宅療養者の外出自粛の在り方、治療薬の普及などの状況を踏まえつつ、他の疾病との公平を確保する観点から、重症化リスクの低い患
者をはじめとする外来医療費や宿泊療養・配食等の公費支援（予算補助）の在り方について、引き続き検討する。

※１新型コロナウイルスの感染動向については、当面、感染者数の総数により把握する全数把握を継続するとともに、定点観測方式の手法の研究を進める。
※２この措置については、８月24日の全国知事会新型コロナウイルス緊急対策本部「新たな新型コロナ対策公表について」において「全国知事会からの累次の要請に応え、

医療・保健の現場が命や健康、生活・社会を守る本来機能を発揮するための画期的方針であり、総理の英断を高く評価し、深く感謝申し上げる。」とされている。
※３重症化のおそれが高いなど、懸念すべき変異株が生じた場合には、対応を見直すことがあり得る。
※４発生届の対象外の者に係る療養証明書は発行しない。届出対象者については、証明が必要な場合には、My HER-SYSの証明、医療機関で実施されたPCR検査等の結果が

わかる書類、診療明細書等で対応する。

感染症法施行規則の改正及び関連告示により措置
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